
新旧対照表 

改正後 改正前 

〇システム利用規程 

別表５ 関連業務 

 

【省略】 

 

２．法第９条第１項第４号関連 

港湾管理者に対する港湾統計作成用データの提供業務（港湾統計作成用データを「サイバーポ

ート」を介して港湾管理者に提供する業務を含む。） 

 

【省略】 

 

〇システム利用規程 

別表５ 関連業務 

 

【省略】 

 

２．法第９条第１項第４号関連 

港湾管理者に対する港湾統計作成用データの提供業務 

 

 

【省略】 

 

 


